
①①①①

⑤⑤⑤⑤のののの計画届出計画届出計画届出計画届出のののの60606060日前日前日前日前までにまでにまでにまでに ②②②②

3333日以内日以内日以内日以内
②’②’②’②’

遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく

③③③③

※※※※

※※※※

構想公開板設置日構想公開板設置日構想公開板設置日構想公開板設置日からからからから21212121日以内日以内日以内日以内

④④④④

○○○○「「「「計画計画計画計画」」」」のののの公開等公開等公開等公開等 ⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

3333日以内日以内日以内日以内
⑥’⑥’⑥’⑥’

遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく

速速速速やかにやかにやかにやかに

⑦⑦⑦⑦

計画公開板設置日計画公開板設置日計画公開板設置日計画公開板設置日からからからから21212121日以内日以内日以内日以内 ⑧⑧⑧⑧

※※※※

⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪

⑫⑫⑫⑫

市長は，①⑤の届出や②⑥の公開板設置を
しない者に対して勧告することができます。

紛争発生→紛争当事者の自主的解決の努力→解決に至
らず→紛争当事者双方からあっせんの申出

⑫公　　表
市長は，⑪の勧告を受けた者が正当な理由
なく勧告に従わないときは，公表することがで
きます。

要望に対する回答を受
領

⑨要望に対する回答
市長は，必要があると認めるときは，事業者
に対し計画について助言又は指導を行いま
す。
事業者は，⑧の書面による要望の申出を受
けた場合は，要望の申出をした近隣住民等
に対し，その要望への対応を記載した書面書面書面書面に
より，回答回答回答回答をします。⑩要望等報告書の提出 要望等報告書の受理
事業者は，⑧の書面による申出のあった要要要要
望望望望と，その要望に対する⑨の回答回答回答回答を記載した
要望等報告書要望等報告書要望等報告書要望等報告書を市長に提出します（※要望
の申出が無かった場合はその旨を記載して
提出） 。この要望等報告書の提出は，開発行
為許可申請や建築確認申請をする日までに
行います。

建築確認の申請
開発行為の許可申請等

⑪勧　　告

事業者は，⑥’の計画の内容の説明が完了し
たときは，速速速速やかにやかにやかにやかに，⑥’の説明及び⑥の計
画公開板の設置の状況を記載した計画説明計画説明計画説明計画説明
等報告書等報告書等報告書等報告書を市長に提出します。要望の検討，助言・

指導事項への対応
※助言・指導書を交付

近隣住民等は，⑦⑦⑦⑦のののの計画公開板計画公開板計画公開板計画公開板をををを設置設置設置設置したしたしたした
日日日日をををを含含含含めてめてめてめて２１２１２１２１日以内日以内日以内日以内に，事業者に対し，書書書書
面面面面により計画に対する要望要望要望要望を申し出ることが
できます。

⑥計画公開板
の設置

事業者は，⑤の計画届出書を提出したとき
は，遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく，近隣住民に，個別個別個別個別にににに訪問訪問訪問訪問するするするする
方法又方法又方法又方法又はははは説明会開催説明会開催説明会開催説明会開催のののの方法方法方法方法により，計画計画計画計画のののの
内容内容内容内容をををを説明説明説明説明します。周辺住民から計画の内
容について説明を求められたときも，同様に
計画の内容を説明します。
（※説明を受ける近隣住民等が，③の構想へ
の意見の申出をしていた場合は，⑥’の計画
の説明をするときに，③の意見への対応の状
況を説明します。）

計画の確認 ⑥’計画の説明
助言・指導事項等

の有無の確認

⑧計画への要望の申出
⑦計画説明等報告書の

提出
計画説明等

報告書の受理

事業者は，建築確認申請建築確認申請建築確認申請建築確認申請やややや開発行為許可申開発行為許可申開発行為許可申開発行為許可申
請等請等請等請等のののの３０３０３０３０日前日前日前日前のののの日日日日までまでまでまでに市に計画届出書計画届出書計画届出書計画届出書
を市長に提出します。⑤計画届出書の提出

建築確認申請建築確認申請建築確認申請建築確認申請，，，，開発許可申開発許可申開発許可申開発許可申
請等請等請等請等のののの30303030日前日前日前日前までにまでにまでにまでに 計画届出書の受理

事業者は，⑤⑤⑤⑤のののの計画届出書提出日計画届出書提出日計画届出書提出日計画届出書提出日からからからから起算起算起算起算
してしてしてして３３３３日以内日以内日以内日以内に計画公開板計画公開板計画公開板計画公開板を設置します。

意見の検討，助言・
指導事項への対応

事業者は，③の意見の申出を受けた場合
は，特定開発事業等をするに当たり，その意
見を参考にするよう努めます。

※※※※「「「「構想構想構想構想」」」」のののの公開等公開等公開等公開等((((①①①①～～～～④④④④))))
はははは「「「「特定開発事業等特定開発事業等特定開発事業等特定開発事業等」」」」にににに該当該当該当該当

するするするする場合場合場合場合にににに限限限限りりりり必要必要必要必要

事業者は，③の近隣住民等からの意見意見意見意見及び
その意見への対応状況対応状況対応状況対応状況を記載した報告書報告書報告書報告書を
市長に提出します（※意見が無かった場合
はその旨を記載して提出） 。

④意見等報告書の提出 意見等報告書の受理

構想の確認 ②’構想の周知
助言・指導事項等

の有無の確認
近隣住民等は，②②②②のののの構想公開板構想公開板構想公開板構想公開板のののの設置設置設置設置のののの日日日日
からからからから起算起算起算起算してしてしてして２１２１２１２１日以内日以内日以内日以内に事業者に対し，構
想に対する意見意見意見意見を書面書面書面書面により申し出ることが
できます。③構想への意見の申出 ※助言・指導書を交付
市長は必要があると認めるときは事業者に
対し構想について助言又は指導を行います。

構想届出書の受理
事業者は，①①①①のののの構想届出書提出日構想届出書提出日構想届出書提出日構想届出書提出日からからからから起算起算起算起算
してしてしてして３３３３日以内日以内日以内日以内に構想公開板構想公開板構想公開板構想公開板を設置します。

②構想公開板
の設置

事業者は，①の構想届出書を提出したときは
遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく，構想公開板の内容を記載した書面書面書面書面
のののの配付等配付等配付等配付等により近隣住民へ構想構想構想構想のののの周知周知周知周知をし
ます。　事業者は，近隣住民等に求められた
ときは，構想の内容を説明します。

「「「「特定開発事業等特定開発事業等特定開発事業等特定開発事業等」」」」にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合，事業者
は⑤⑤⑤⑤のののの計画計画計画計画のののの届出届出届出届出のののの６０６０６０６０日前日前日前日前のののの日日日日までまでまでまでに市
長に構想届出書構想届出書構想届出書構想届出書を提出します。

○○○○「「「「構想構想構想構想」」」」のののの公開等公開等公開等公開等
①構想届出書の提出

　　　　開発事業等開発事業等開発事業等開発事業等にににに係係係係るるるる構想構想構想構想のののの公開及公開及公開及公開及びびびび計画計画計画計画のののの公開公開公開公開にににに関関関関するするするする手続手続手続手続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

近隣住民等近隣住民等近隣住民等近隣住民等
((((＝＝＝＝近隣住民及近隣住民及近隣住民及近隣住民及びびびび周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民))))

事 業 者事 業 者事 業 者事 業 者 柏柏柏柏　　　　　　　　市市市市 手続手続手続手続ののののポイントポイントポイントポイント


